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公　募　要　領

平成１１年９月

東北地方建設局
「路面状態判別センサー（固定観測方式・移動観測方式）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に関する技術開発」の公募要領
平成１１年９月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北地方建設局

1． 概
要
近年、東北地方においては、横断道路の開通により広域的な交流が活発化し、主要都市を中心に日常生活圏が拡大するなど道路環境のめざましい発展を遂げました。しかし、冬期においては今なお路面の凍結、堆雪による幅員の減少により走行環境が著しく低下し、徒歩・自転車・バイクによる移動が困難となり自動車交通への依存が高くなっています。その結果、冬期は、中心部と郊外の住宅地を結ぶ道路で降雪時に交通のボトルネックとなる箇所で深刻な渋滞が発生しています。また、スパイクタイヤの禁止、スタッドレスタイヤの普及に伴い非常に滑りやすい路面が発生し、交差点内・橋梁取り付け部・踏み切り部・急勾配部などにおいて渋滞・事故が多発しています。
このような社会・経済状況の変化に伴い、冬期においても信頼の高い道路交通の確保、および凍結路面などによる交通渋滞や事故多発箇所の対応が求められています。厳しい財政状況の中で、効率的・効果的に安全で快適な冬期の通行を確保し、安心できる生活と活発な社会経済活動を支えていくためには、施策の重点化や除雪・消融雪施設などの設置・運営・管理にかかるコストの低減に向けた取り組みとして技術の積極的な開発、利用が必要となってきております。

そこで、東北地方建設局では、冬期道路における施策として「路面凍結対策技術」を重点テーマとして取り上げ、有識者からなる東北地方道路雪対策技術検討委員会（委員長福田正宮城大学教授）のもと、産・学・官の連携により技術の開発・導入を積極的に進めることに致しました。

本公募は、上記背景・目的に基づき、「路面状態判別センサー（固定観測方式・移動観測方式）」に関する技術開発の募集を行うものであります。

２．技術開発

　本公募による技術開発は、各社（機関）が保有する既存技術（路面状態判別センサー）の開発を前提とし行う。








３．技術開発のテーマ
　冬期路面管理について東北地方建設局の凍結路面対策は、凍結抑制剤の散布量の低減、環境を考慮した事前散布を基本とした対策を考えております。このため、凍結抑制剤の事前散布に向けた路面状況の把握が重要な問題となります。しかし、路面状態判別センサーは非常に高価であるとともに観測精度が低いのが現状です。したがって、道路上における積雪深の測定、路面の凍結の判別を、非接触（接触）式、その他の方法で自動的に行う路面状態判別センサーで、道路管理者への情報提供を目的とした路面状態判別センサーの開発を実施します。
（１）開発テーマ
『　精度の高い路面状態判別センサーの開発　』
（２）開発条件

　＜固定観測方式＞

1 路面状態判別センサーは接触型、非接触型どちらの形でもよいが、非接触型の場合、建築限界外に機器を設置するものであることが必要です。
　　　　　　道路構造令第12条の建築限界を犯して設置するものでないことが必要です。
　　　　②観測位置は道路の走行車線の走行部分とします。

　　＜固定観測方式・移動観測方式＞

　　　　③テレメータに接続可能なこと。
　　　　　　測定データは、道路の維持管理事務所・出張所などにおいて即時的に要求されるものであり、テレメータに接続して測定データを送信することが可能であることが必要です。また、多数設置して多地点データによる総合判定を中央制御で行うときは、センサー部の出力を直接中央制御部ヘデータ転送可能なシステムであることが必要です。

　　　　　テレメータと接続可能とは、接続出力端子を有し、接続条件が明確であることが必要です。
　　　　④施工が容易で耐久性に優れていること。
　　　　　　固定観測方式の場合、路面状態判別センサー設置時は、交通開放下の道路に設置するものであることから、施工が容易であることが必要です。
　　　　　　固定観測方式、移動観測方式について、路上の気象条件にさらされることから耐温度性・耐湿度性・耐震性・耐風性・耐雷性・耐食性が必要となります。耐温度性については、－30℃から＋60℃の間で機能を損なうことなく保存されるように個々の部品を選択する必要があります。耐湿度性については、結露などにより機能が害されないことが必要です。耐風性については、風速60m／sにおいて機器に損傷のないことが必要です。耐食性については、塩化物の飛散などに耐えるよう設計することが必要です。また、路面のマーキングについてもその耐久性が確保されることが必要です。
　　　　⑤路面状態判別センサーについては、凍結、湿潤、圧雪、乾燥の4つの路面状況が把握できること。

　（３）開発目標
　　　　　路面状態判別センサーの開発目標については、交通開放中の道路において、凍結抑制剤散布の有無に関わらず凍結、湿潤、圧雪、乾操の4つの状態について、それぞれ状態の的中率を90％以上とし、凍結路面管理に十分に耐えるものとします。

路面状態判別センサーの開発目標

観測範囲
観測項目
技術開発目標

点観測
圧　　雪
９０％以上


凍　　結
９０％以上


湿　　潤
９０％以上


乾　　燥
９０％以上

＜路面状態に関する定義＞

圧雪：路面が雪により白い状態（70%以上白路面）の場合

凍結：路面が凍結している場合（ブラックアイスも含む）

湿潤：路面がシャーベット状態やぬれている場合

乾燥：路面が乾燥している場合（70%異常乾燥路面）


　路面状態判別の的中率　＝

（凍結の場合を事例に示す）
４．応募者の資格
路面状態判別センサーおよびこれに類するものの開発に関連する企業、学術機関、官、企業同士の共同体、企業と官の共同体、企業と学術機関の共同体、官と学術機関の共同体を募集します。

５．契約条件
　（１）平成11年度の契約条件（一次選定された企業等との契約に関する条件）

　　　①契約形態
公募により選定された各企業等は、東北地方建設局と技術開発基本協定を締結し、路面状態判別センサーに対する検証を行います。平成11年度に実施する検証にかかる費用（機器費、設置費等）は、各企業等における負担とします。ただし、評価は、東北地方建設局が第三者機関に別途委託します。

　　　②開発期間
　　　　　技術開発基本協定締結後から平成12年3月までとします。
　　　③契約者
　　　　　技術開発基本協定に基づき企業等の代表者と契約します。
　（２）平成12年度以降14年度までの契約条件（二次選定された企業等との契約に関する条件）

　　　①契約形態
二次選定された企業等は、東北地方建設局と新たに技術開発基本協定を締結、その役割に応じて費用を分担し、共同で技術開発を行います。

　　　②開発期間
　　　　　技術開発基本協定締結後から平成15年3月までとします。
　　　③契約者
　　　　　技術開発基本協定に基づき企業等の代表者と契約します。
　　　④納入物件及び開発費の支払い等
企業等は開発した路面状態判別センサーおよびその他成果物を東北地方建設局に納入します。東北地方建設局はこれを受けて検査を行い、合格したものに対して開発費を支払います。
　　　⑤成果物に関する知的財産権の取扱い
　　　　　成果物に関する知的財産権及びそれに類する権利については、東北地方建設局と締結する技術研究開発基本協定に基づき、技術開発の分担の度合いに応じて設定します。

　　⑥成果物の利用
・技術開発に参加した企業等は、開発した路面状態判別センサーを用いて、東北地方建設局の各事務所に設置することができます。

・開発成果を利用し、他地方建設局、北海道開発局、道府県等に設置することができます。

６．技術開発課題の評価

　（１）企業等の選定方法
　企業等は、路面凍結対策専門部会において一次選定、二次選定の二段階の選定を経て、最終的に東北地方道路雪対策技術検討委員会で決定します。

　一次選定は、公募記載内容から技術力、観測精度、経歴、企業力などを踏まえ路面凍結対策専門部会で評価することにより行います。

　二次選定は、一次選定された企業等により本年度現地検証を行い、その結果を路面凍結対策専門部会で評価することにより行います。

　なお、審査の過程において必要に応じヒアリング等を行うことがあります。

　（２）評価基準
　　　①一次選定

一次選定は、公募記載内容から技術力、観測精度、経歴、企業力などを踏まえ路面凍結対策専門部会で評価することにより行います。

　　　　＜技 術 力＞

　   eq \o\ad(基本コンセプト,　　　　　　　　)：開発目的・基本コンセプトが明確にされているか。

  　 eq \o\ad(開発方法・内容,　　　　　　　　)：開発の方法、内容が優れているか。

　　　　＜観測精度＞

　　 eq \o\ad(精度・効果,　　　　　　　　)：既存技術の精度と効果は優れているか。

　　　　＜経　　歴＞

　　 eq \o\ad(関連分野の実績,　　　　　　　　)：関連分野の開発等に関する実績を有しているか。

　　　　＜企 業 力＞

　　 eq \o\ad(開発体制,　　　　　　　　)：開発するうえで適切に遂行できる体制を有しているか。

　　開発に必要な設備：開発を円滑に遂行するために必要な設備を有しているか。

　　 eq \o\ad(経営基盤,　　　　　　　　)：経営基盤が確立されているか。

②二次選定

　一次選定された企業等は、モデル地域において路面状態判別センサーを設置し、平成11年12月～12年１月までの期間、観測（調整）を行います。平成12年２月の観測結果を公的機関が検証します。その結果をもとに路面凍結対策専門部会が、次に示す評価基準に従って総合的に評価し、企業等の選定を行います。

　この結果を受けて、東北地方道路雪対策技術検討委員会において企業等の決定を行います。

　　　　　○ニーズとの適合性
　　　　　　　必要とされる技術開発と提案内容が適合すること。
　　　　　○技術内容
　観測精度が高く、効果の高いものであること。新しい技術の利用、もしくは既存の技術を組み合わせた、新規性、独自性の高いものであること。
　　　　　○地域との適合性
　　　　　　　東北地方建設局管内の気象特性と地域性を考慮し、積雪の少ない路面凍結主体地域と、積雪が多い圧雪主体地域の路面状態を的確に観測できること。
　　　　　○実用性
　　　　　　　確実性、適応性、経済性が高く東北地方建設局管内において実現性がある路面状態判別センサーであること。
　（３）通　知
採否の結果は、代表者宛に通知します。
７．提出書類作成上の注意
　　　　　・提出書類は、A4サイズ用紙、縦置き、横書きで記載してください。
　　　　　・原則としてワープロ書きで記載してください。
　　　　　・その他、提案書記入要領に従って作成してください。

８．応募方法
　（１）提出期間
　　　　　公募期間は平成11年9月13日（月）から平成11年10月８日（金）（当日消印有効）までとし、郵送で東北地方建設局東北技術事務所機械課に提出して下さい。
〒980-0802　宮城県多賀城市桜木３丁目６－１

東北地方建設局東北技術事務所機械課　機械課長
　　　　　　　　　　　　電話　022-365-8211　　FAX　022-365-5938
（２）提出書類
　　　　　・提案申込書　　　1部

　　　　　・会社概要　　　　1部

　　　　　・提案書　　　　　原本　1部　　コピー５部

　　　　　・受理書　　　　　1部

（３）応募書類に関する問い合せと提出先
応募書類の記入に関する問い合わせは、電話、FAXで受け付けますが、回答は公平を期するため、ホームページ上に記載します。なお、質問の受け付け期限は10月８日（金）までとします。

　　　　　東北地方建設局道路部道路管理課

　　　　　　　　　電話　022-225-2171　　FAX　022-225-6988
　　　　 東北地方建設局東北技術事務所機械課

　　　　　　　　　電話　022-365-8211　　FAX　022-365-5938
　　　　　　　　　ホームページアドレス：http://www.th.moc.go.jp/tougi/

９．スケジュール
　（１）平成11年度
　　　　 9月13日　 公募の開始
　　　　10月 ８日　 公募締め切り
　　　　10月 中旬　 審　査
　　　　11月 上旬　 候補者の選定・採否通知
　　　　11月 中旬　 機器設置

　　　　12月 上旬　 一次選定企業等による観測機器調整：12～１月
　　　　 2月 上旬　 設置機器による観測実施、観測結果の提出、公的機関による検証
　　　　 3月 下旬　 企業等の選定
　（２）平成12～14年度の計画
　　　　企業等の決定、（研究会の設立）、モデル地域における検証実験、仕様作成、確認実験、検証、

　　　　実用化




































































































技術開発基本協定締結





技術開発基本協定締結





専門部会による企業等選定





委員会による企業等の決定
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専門部会による企業等選定





【技術開発の流れ】








①公　　募：インターネット、専門紙等を用いて広報し、技術公募により企業等を公募する。


②１次選定：路面凍結対策専門部会により技術力、精度、経歴、企業力などから企業等を数社（数


　　　　　　機関）選定する。


③検　　証：選定された企業等のセンサーについてモデル地域で観測精度の検証する。


　　　　　　（固定観測方式の機器設置場所および固定・移動観測方式の管理費は東北地方建設局から提供し、公的機関が観測精度の整理等の検証を行う）。


④２次選定：モデル地域の試験結果を基本として地域の適合性、実用性などから技術開発を進める企業等を選定する（路面凍結対策専門部会により選定する）。


⑤企業等


　　　決定：路面凍結対策専門部会における選定結果を受けて、東北地方道路雪対策技術検討委員


　　　　　　会により企業等を決定する。


⑥改良計画：東北地方道路雪対策技術検討委員会により決定された各社（機関）において観測機器


　　　　　　の改良計画を提示する（状況に応じて、各社（機関）による研究会を設立し改良を進


　　　　　　める場合もある）。


⑦改良開発：改良計画に基づき各社（機関）により観測機器の改良・開発を実施する。


⑧観　　測：公的機関による観測の実施（観測精度の整理）。


⑨評　　価：路面凍結対策専門部会により評価する。


⑩完　　成：観測機器の開発終了。








＜開発期間＞





公的機関による観測結果整理


専門部会による評価





①公募　　　②１次選定　　　　③検証　 ④２次  ⑤企業等  ⑥改良　 ⑦改良開発　　⑧観測　　⑨評価　 ⑩完成


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 選定　  決定　　　計画





各社（機関）からの改良計画提示
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観測機器の設置・検証（１年目）
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平成11年度





平成12年度～14年度





観測機器の開発終了





凍結と判別した回数のうち実態が凍結である回数


凍結と判別した回数



























































































































































































































































専　門　部　会　評　価





























観　　測（公的機関）





公的機関による観測結果整理




















路面凍結対策専門部会：東北地方道路雪対策技術検討委員会の下部組織であり、学識経験者


　　　　　　　　　　　から構成される。本技術開発の具体的審議・評価を行う。
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